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法律論叢第 93巻第 1号（2020.7）

【資　料】

昭和四九年商法改正と法制審議会商法
部会小委員会（十六ノ三）

――民事局参事官室試案修正案（第三次）・株式
会社監査制度改正要綱（案）を基に（続）――

三　　枝　　一　　雄
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（三）　監査役の任期（承前）
＊株式会社監査制度改正に関する民事局参事官室試案 第三 監査役の任期

監査役の任期は、就任後三年内の最終の決算期に関する定時総会の終結の時まで

とする。ただし、補欠の監査役の任期については、定款の定めをもって、退任した

監査役の任期の満了すべき時までとすることができる。

＊株式会社監査制度改正に関する民事局参事官室試案（修正後） 第三 監査役の

任期

同上

＊株式会社監査制度改正要綱（案） 第三 監査役の任期

同上

この問題につき、経団連の金子委員は、その期間の長さはともかく、取締役と同

一のものとするだけで良い旨の意見を述べた。

「その次、任期でございますね。これは取締役と同じでよいのではないかとい

う、いまの一年を二年とすれば倍になりなすが、取締役と合わせるというーなぜ合

わせる必要があるかということは、これはいろいろ議論はありましょう。しかし三

年にしなければならないという議論もまたないとすれば、合わせて同一のものとす

るということだけ。これはもう、初めから何か皆さんの一つの考え方なんでござい

ます。また、留任はもちろん妨げない。」（同速記録 53頁）

これを聞いて、鈴木小委員長は、小委員会で二年にしてしまうという案を出せる

かに疑義を示すとともに、別に三年にしなければならないというだけの絶対的理由

もないと、三年説にも消極的姿勢を示し、委員の感触を求めた。

「私自身いま金子委員のおっしゃった程度のことしか考えていないんですけど、

しかし小委員会で二年にしてしまうという案が出せるかどうか、そこまで部会で決

める問題にもっていくのか、それともここでどっちかー別に三年にしなきゃならん
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というだけの絶対的な理由もないような気もしますがね。どうですか、小委員会の

皆さんの御感触は。」（同速記録 53～54頁）

これに対し、大住委員は、監査役に独立性を持たせるには三年以外にはない、任

期が長いことは大きなメリットだと、三年説のメリットを主張した。

「ほかの権限というのは抽象的ですが、三年というのは具体的なんですね。実際

監査役の独立性を保たせるには、これ以外にないと思うんですね。ほかのはこうし

なくてもいいし、こうできない場合がある。三年と非常に具体的にいって・・・。」

（同速記録 54頁）

「それはまあ・・・これは取締役があれしたって途中でやめろといえばあれだけ

ども、むしろこれが一番メリットだと思ったんですがね。取締役より長い。それは

二年にしろ、取締役一年にしろ、一年とったってアメリカは一年なんだから別にあ

れじゃないね。長いということは、唯一のと言っちゃ失礼だけど、大きなメリット

だな。」（同速記録 54頁）

しかし、鈴木小委員長は、三年間居たって行使しなければ同じことだし、無能な

監査役を三年間置かなければならないのなら、二年で代えた方が良いとした。

「だけど、三年間いたって行使しなきゃ同じことじゃないですか。」（同速記録
54頁）

「無能な監査役を三年間置いておかなければならんというのだったら、二年間で

かえたほうがいいような気もするしね。」（同速記録 54頁）

この鈴木小委員長の意見に対し、大住委員は、株主総会を招集し、株主総会で解

任できるのだから三年で問題ないとした。

「それは解任はできるんですからね。株主総会が。」（同速記録 54頁）

「総会を招集すればいいんだからね。」（同速記録 54頁）
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それでも、鈴木小委員長は、解任はできるけれども、株主総会でやるといって

も、一〇〇分の三でなければ、解任できないと反論した。

「解任はできますけど、解任するほどー解任というのはそう何でもできなくはな

いけど。」（同速記録 54頁）

「しかし、解任しようといったら、そう株主がやるからといったって百分の三な

ければできないですよ、やっぱり。」（同速記録 54頁）

大住委員と鈴木小委員長とのこのやり取りを聞いて、金子委員は、三年というの

は、任期が取締役より長くしておけば監査役の立場がそれだけ高いとか、重きをお

かれていると考えているからではないかと、三年説の理由を推測した。

「だから大住委員は、三年というのには理由があって、ともかく取締役より長く

しておけば、監査役の立場がそれだけ高いとか、重きに置かれているというふうに

お考えになるから・・・。」（同速記録 55頁）

これに対し、大住委員は、重く見られるというより、この方が独立性を保持しつ

つ監査ができるのだと主張した。

「重きに置かれるというよりも、むしろこれが一番具体的だと思うんで、独立性

を保持しつつ監査ができるという考え方なんです。」（同速記録 55頁）

また、田中委員は、最初に監査役の地位の強化・独立性ということで出発し、そ

の一つの現れとして三年ということを言ってきたのだから、今度の部会の方で経団

連から提案があれば考慮することとすべきであると述べ、この段階で試案を変更す

ることには反対した。

「これは、最初から三年ということを非常に言ってきて、ここでそれはどうもあ

れですね。今度の部会で最終的に経団連のほうから御提案になればみんなで考慮す

るでしょうけれども、この段階で小委員会の案を変えて出すということは、ちょっ

202



明治大学　法律論叢 93巻 1号：責了 book.tex page203 2020/07/20 16:38

昭和四九年商法改正と法制審議会商法部会小委員会（十六ノ三）（三枝）

とこれは問題でしょうね。それと私は、取締役の任期については、どうせまたもう

一度取締役の改正をやるはずだし、取締役の任期とこっちの任期とは少し規定が

違っておりまして、取締役のほうは『二年ヲ超ユルコトヲ得ズ』ですから、場合に

よると一年でも差しつかえないわけなんですね。いまの商法の規定だけでいえば、

監査役のほうは三年とするんで、三年以下にしちゃだめなんですね。ですからそこ

の規定のしかたも違っているんで、二百六十五条等も、取締役の改正のときにもう

一度そちらで考える余地があれば、監査役と同じようにするほうがいいということ

で考える余地そちらで考えて、こことして、まあ少なくとも小委員会としてはやは

り部会までもっていかれるほうがよろしいんじゃないでしょうか。規定のしかた

が、取締役とこちらのほうでは任期の規定のしかたが違うように思うんですよ。そ

うすると、取締役の任期についても一体最少限というものをきめるかどうか、この

ままでいいかもしれませんが、とにかく一応考えるという必要が取締役規定の改正

のときに一つの問題点としてやはり考えなくちゃいかんのじゃないかというふう

に思いますけどね。」（同速記録 55～56頁）

「部会で経団連の御意見に賛成の意見が多ければ、そういうふうになってもそれ

はやむを得ないと思いますけれども、ここで、いままでこの点、最初に監査役の地

位の強化ということで、独立性ということで出発しまして、それの一つのあらわれ

として三年ということを言ってきたんで、そういう意味で、取締役の任期の書き方

と監査役の任期はこれより短くしちゃいかんという非常に強い意味が入っている

わけなんです。そういう意味からいいまして、この段階でそれをするのはどうで

しょうか。やはり部会へもっていって、御提案について考えて、多数の方の御意見

があればまた考慮し直すということではないでしょうかね。」（同速記録 56頁）

これに対し、大住委員は、取締役の任期を監査役と一緒にして、二年としてしま

えば良いのではないかとした。

「それは、取締役のほうを二年の任期というふうに一緒にしちゃってもいいんで

すね。ただ年限を監査役と変えれば。」（同速記録 56頁）

鈴木小委員長も、田中委員の意見に賛同した。
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「私も田中委員のおっしゃるぐらいのところしか、ちょっと小委員会としては、

初めから考え方としてはいろいろあったわけですから・・・。」（同速記録 56頁）

ここで、大住委員は、経団連の原委員の意見を求めた。

「原委員の御意見としては？」（同速記録 57頁）

これに対し、同じく経団連の金子委員は、原委員からは任期が長い方がおかしい

という意見は聞いていないが、取締役と一緒の方が良いとの意見であったと聞いて

いると、原委員の意見を紹介した。

「原委員ともこの間お会いしたんですけれども、そういう長いほうがいいという

御意見は全然まだ伺ってないんでございます。少なくとも取締役と一緒のほうが

いい。何となれば、監査役を選任致しますにも、雇いまた変わるというには変わっ

てくるということからいっても問題がある。留任するということはもちろんでき

る。現実はあまり変わっておりませんね。大住委員御存じのようにわりあいに変

わりませんな。よっぽどの事情がないと変わらない。」（同速記録 57頁）

これを聞いて、鈴木小委員長は、任期三年なら一期、二年なら二期やる人が多く

なるだけではないかと、二年とするか三年とするかを論じることに懐疑的な姿勢を

示した。

「感じからいえば、むしろ三年だと一期しかやらない人が多くなるし、二年だと

二期やる人が多くなる、といったようなものじゃないのかという感じもするんです

がね。」（同速記録 57頁）

また、金子委員は、任期三年だと重任のときにより慎重になるだろうと指摘した。

「重任のときに三年だとよほど慎重になりましょうね。つまり変えるという可能

性を考えると、重任しようというときに・・・。」（同速記録 57頁）
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しかし、大住委員は、もう一期おいてやるとか社長が言うのはおかしいのではな

いかと、疑義を提示した。

「原委員もそういうことは発言されたです。だけど、もう一期おいてやるかとい

う考えはおかしいということですね。二年ならもう一期おいてやるけれども、三年

だったらやめさせるということを言われたけど、社長がそんなことを言うのはおか

しいじゃないですか。」（同速記録 57頁）

この大住委員の意見が出たところで、特にまとめもないまま、小委員会の審議

は、次の監査役の選任の問題に移った。

（四）　監査役の選任
＊株式会社監査制度改正に関する民事局参事官室試案 第四 監査役の選任

一 監査役の選任のための株主総会の招集通知には、監査役の候補者の氏名住所

をも記載しなければならない。

二 監査役は、取締役会において決定した監査役の候補者に異議があるときは、

その決定後一週間内に候補者を指定してその旨及びその理由を書面をもって

会社に通知することができる。この場合には、前項の招集通知には、その候補

者及び理由をも記載しなければならない。

三 監査役は、株主総会において、監査役の選任の議案について意見を述べるこ

とができる。

四 監査役の選任決議については、株主総会に出席を要する株主の有すべき株式

の数は、定款の定めによっても、発行済株式の総数の三分の一未満に下すこと

ができない。

＊株式会社監査制度改正に関する民事局参事官室試案（修正後） 第四 監査役の

選任

一 参事官室試案一に同じ。

二 同試案二に同じ

　三 監査役が前項の指定をするには、その過半数の決議があることを要する。
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四 同試案三に同じ

五 同試案四に同じ。

＋株式会社監査制度改正要綱（案） 第七 監査役の選任

上記試案（修正後）に同じ。

1　同意権・候補者指定権・意見陳述権等
金子委員は、監査役の選任につき監査役の同意・意見を徴することについては当

然考えなければいけないが、監査役の候補者指定権については是非削除して欲しい

と強くその削除を要望する、とともに、次の候補者を指定する場合における監査役

の意見とはどういうものになるのかと委員の意見を求めた。

「それから監査役の選任の問題で、これは前からお話があるところですが、監査

役の同意または意見を徴するということについては、これはまあ当然考えなきゃい

けないと思うんでございますが、候補者の指定権というのは、これはぜひ取り除い

ていただいていいんじゃないか。同意をしないということになれば、また次のこう

いうふうにお話し合いが進めていけるんじゃないでしょうかね。あるいは意見を

徴するというのと同意とは違うかもわかりませんが、意見が合わないなんていうこ

とであっては、最後の問題になって意見の食い違いが出るおそれは多分にあります

ので、おそらく取締役会も、監査役の少なくとも意見は十分伺った上でそれをや

る、ということは考えられるところです。

それから、次の監査役を指定するということですね。次期の監査役を候補者とい

うものによって指定するかどうかですね。もちろん引き継ぎとすれば当然監査役

の意見を徴することは考えられましょうけれども、その点はどうでしょうね。」（同

速記録 57～58頁）

しかし、鈴木小委員長は、監査役に次期監査役候補者の指定権を付与することに

は、ごね得を促進することになりかねないなどと危惧を示した。

「原案のようにして考えたときにどういうふうになるのかね。いま出ている人に
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比べればおれの推薦するほうがましだということに・・・。」（同速記録 58頁）

「言いにくいばかりでなく、そんなこといったって人間には長所と短所があるん

だからね。長所ばかりの人というのはいやしないんだから、それをどう考えるかと

いう問題になってくるとね・・・。」（同速記録 58頁）

「それは新しい人を選ぶということになるのかな。」（同速記録 59頁）

「自分をもう一回選任しろということで候補者に立てて、そして選任しないのは

こういう理由でいかんのであって、ということを・・・。」（同速記録 59頁）

「ただ、こういうことだけは起こるかもしれない。監査役やめてもらうために

は、結局、ごねるとどこかいいポストでもさがしてやらなくちゃならんとか、退職

金をたくさんやるとかいったような、ごね得になることを促進することにはなるか

もしれない。」（同速記録 59頁）

これを聞いて、味村幹事は、鈴木小委員長の意見に賛同し、それは新しい人が適

任でないということを言うことになるのだと述べた、しかし、味村幹事は、同時

に、それにしても人を非難するわけだから、言い難いことは言い難いと、発言の困

難さを指摘した。とともに、鈴木小委員長のごね得の危惧については、それは滅多

にないことだと問題視しなかった。

「そういうことでございますね。人を非難するわけですから、言いにくいことは

言いにくい。」（同速記録 58頁）

「やっぱり具体的になると、こういう事実があっておれが忠告したものだから、

煙たがってやめさせて、今度はこういったような人を選ぶんだ、けしからん、こう

いうことになるのでございましょうね。」（同速記録 58頁）

「ですから、新しい人がやっぱり適任でないということを言うことになるんじゃ

ないでしょうか。」（同速記録 59頁）

「それは実際にそうなりはしないだろうかと思うだけでございまして、表向きは、

この人はいままで技術畑ばっかりやっていて業務監査というのには適しないという

とか。あるいは、この人は現在の社長さんの子供で監査するのには適しないとか、

まあそんないろいろなことは考えられるかと思いますけれど、それはめったにある

ことじゃないと思うんです。これも先ほどと同じことで・・・。」（同速記録 59頁）
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しかし、ごね得については、大住委員は、この規定が無くてもごねた人間はいた

と紹介した。

「この規定がなくてもごねた人間はいましたね。」（同速記録 59頁）

これを聞いて、鈴木小委員長は、だからこの規定があれば尚更ごね得が起こると

案じた、

「だから、この規定があればなおさらごねるだろうと思うんだな。そういうこと

からいうと、ね。」（同速記録 59頁）

これに対し、味村幹事は、監査役の過半数の同意が必要であり、他の監査役も納

得するものでないと言えないのだから、ごね得をそれ程心配する必要はないとの趣

旨の意見を述べた。

「ただ、要するに監査人の過半数の同意が必要でございますから、ほかの監査

役もなるほどもっともだということがございませんと言えないわけで、何だあい

つだけごねてやがるということでは言えないことになっておりますから、その点

は・・・。」（同速記録 59～60頁）

それでも、鈴木小委員長は、三人のうち二人が連係すればごねることができると

先の主張を繰り返した。

「かえってよくなりますか。三人の中の、しかし二人では、連係すればできるん

だな。」（同速記録 60頁）

しかし、味村幹事は、これに対しても、三人の中の二人が一緒にやれないという

ことになれば、ごねることはできないと反論した。

「それはそうでございます。ですから、三人の中の二人までが、どうもあいつと
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一緒ではやれないとか、そういうことになりますと、あいつと一緒ではおれたちに

ばっかり負担がかかるとか、そういうことになりますと、やっぱり・・・。」（同速

記録 60頁）

そこで、大住委員は、自分を候補者にするのは特別利害関係ではないが、三人居

れば、自分には推薦枠がない、二人が推薦しなければならないということだと述

べ、さらに候補者になるのは構わないのかと尋ねた。

「その場合に、自分を候補者にするのは特別利害関係ないですね。三人いれば、

自分は推薦権がない、二人が推薦しなければいけない、こういうことなんです。」

（同速記録 60頁）

「候補者になるのはかまわないんですか。」（同速記録 60頁）

これに対し、鈴木小委員長は、監査役が自分を候補者にするのは特別利害関係に

ないことは認めた。

「特別利害関係はないんだろうな。」（同速記録 60頁）

また、味村幹事も、監査役が自分を候補者にするのはかまわない、しかし、他の

監査役があくまでもやるということは滅多にないことであり、その意味で、これは

本当の安全弁だとした。

「かまわないかと思うのです。これは、監査役を不当にやめさせて、あとがまに

おかしな人をもってきて、という非常に極端な場合でないと、ほかの監査役があく

までやるという場合はめったにないんじゃないかとは思うのです。ほんとうの安

全弁でございますね。」（同速記録 60頁）

しかし、大住委員は、取締役を牽制するという意味で、この試案を置いておいた

方が良いと試案を支持した。
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「めったにないけれども、取締役を牽制するという意味において置いといてもい

いんじゃないですかね。さっきのあれと同じような意味じゃないですかな。裁判

所に解任請求できるのも、ここまでやれるんだぞということは、やるかやらないか

は別問題として、取締役を牽制できるという効果はありますね。それと同じような

意味で、めったにあるかないかということは別問題として、変なやつを選ぶとやれ

るんだぞという、取締役を牽制する意味において置いといたほうがいいんじゃない

ですかな。（笑声）」（同速記録 60～61頁）

これに対し、鈴木小委員長は、権限が強くなると弱い人間を選ぶというおそれが

あると危惧を示した。

「ある意味でいえば、こういうものは非常にむずかしいんですよね。こういうこ

とをやりそうもないようなやつを選んでいくということになると、権限が強くなる

と弱い人間を選ぶというおそれがある。」（同速記録 61頁）

しかし、大住委員は、権限が無くてもごねる奴はいる、自分を取締役に選ばない

と会社のスキャンダルを暴露するとして、死ぬまでずっと取締役にいた人がいた

と、その事例を紹介し、鈴木小委員長の主張に反論した。

「それならば、なくてもごねるやつがあるんですよ。取締役の中にもあるんです

ね。私は現に知っているんですけれども、取締役のくせにして、取締役に選ばない

と、会社のほうのスキャンダルを暴露するそうです。ずっと取締役にいた人で、昨

年死にました。その人は。」（同速記録 61頁）

これを聞いて、金子委員は、死ぬのを待つようになっては困ると、懸念した。

「死ぬのを待つようになってはねえ。（笑声）」（同速記録 61頁）

また、鈴木小委員長は、それは取締役の会社ゴロであり、そういうことをやり易

くするという側面があるが、味村幹事のように、他の者も一緒でなくてはいけない
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ということで、ある意味では骨抜きになっていると指摘した。

「実際、会社ゴロじゃなくて、株主じゃなくて、取締役の会社ゴロだね、それ。

だから、そういうことをやりやすくするということはあると思うんだ。だけどそれ

は味村幹事のように、ほかのやつも一緒でなくちゃいけなんだということで、ある

意味では骨抜きになっているんだね。」（同速記録 61頁）

味村幹事も、運用の如何によっては骨抜きになる嫌いがあることは認めた。

「まあ若干そういうきらいも・・・運用のしかたいかんによっては骨抜きになる

わけでございます。」（同速記録 61頁）

これらを聞いて、矢澤委員は、これらは元々アメリカの委任状勧誘規則に由来す

るドイツの反対提案規則からきたものであるが、普通の会社では、むしろこれをや

るよりは、総会に言ったほうが効果があるのであり、もう少し手続的に簡単でこれ

と同じ効果を持つものを考えたほうがショックは少ないのではないかと述べた。

「これは本来はドイツの反対提案規則からきたんで、もともとアメリカの委任状

勧誘規則からきているんだね。普通の会社では、むしろこれをやるよりは、第四で

事案について総会に言ったほうが効果があるんじゃないですか。ですからこれは、

そういう意味では、公開会社ではそういうディスクロージャをやっては困るんです

が、もう少し手続的に簡単でこれと同じ効果を持つものを考えたほうがショックは

少ないのかもしれませんがね。」（同速記録 61～62頁）

しかし、田中委員は、現実出席株主の少ないわが国の株主総会の現状からする

と、総会で陳述するよりは株主総会招集通知で知らす方が効果は大きいのではない

かと反論した。

「ただ、日本の株主総会では集まる株主も少ないし、株主総会で述べるよりも、

やっぱり招集通知状で知らすほうが各株主にみんないきますから、効果は大きいん
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じゃないですかな。日本のいまの株主総会の現状をみますとね。」（同速記録 62頁）

また、鈴木小委員長も、株主として総会に出席してごねた取締役もいるので、総

会で意見を言わせるという議論をしても仕方がないと、株主総会で意見を述べると

いうことには消極的意見を述べた。

「最後のものは、監査役になってもおそらくは何株かは持っているだろうから、

株主としても発言できるわけだね。現にやめさせられた取締役が株主として、いま

の大住委員の言われるような、総会でごねた例というのはぼくは聞いてるな。さら

にひどいのは、おれに対する退職慰労金が少ないからといってごねたやつがいると

いうんだけどね。総会でそういう議論したってしょうがないと思うんだけど。」（同

速記録 62頁）

そして、金子委員は、監査役は、取締役会に出席して、監査役候補者を取締役会

で決める場合に十分意見を述べられるのであり、それ以上に監査役に候補者指定権

を与える必要は無い、是非削除して欲しいと、重ねてその削除を求めた。

「監査役は取締役会というものに常に出席することができる。したがってこうい

う問題についても、取締役会で監査役の候補者をきめる場合において、そういうと

ころで十分意見が述べられるんですから、普通の場合であれば隔意ない意見の交換

の上で候補者がきまるということになり、私どもはその運営で十分いけるんだろう

と思うわけです。要するに監査役が全然同意をしないような人を取締役会がきめ

ることは、これは実に自分としては同意できないと言って、御自分自身をしろとい

う場合は、これはまあ別の問題ですけれども、他の候補者についてはやっぱり話し

合ってきめるようになると思うんですけどね。実際問題としては。だけれども監

査役そのものが指定権というものを持つということになりますと、われわれ経団連

の関係の出席者としてはぜひ削除してもらいたいという意見が強い。」（同速記録
62～63頁）

しかし、大住委員は、削除せず、表面的には権限を与えて強力にしても、実際に
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はあまり機能しないようにするというやり方の方が賢明だとした。

「経団連というのは正直なんですね。もっと私は、表面的には権限を与えて強力

にしても、実際はあんまりそれにあれしないようにする、というやり方のほうがり

こうだと・・・。」（同速記録 63頁）

これに対し、金子委員は、議論になると削除ということになってしまうが、監査

役や取締役の交代の実際上のやり方は微妙であるとした。

「その点はどうもばか正直かわかりませんけれども、議論になりますとどうもそ

ういうところへいっちゃって・・・。大体いままで監査役にしても取締役にして

も、われわれの経験からいくと、やめていただくときに、あなたはこういうところ

が悪いからやめてくれと言ったためしはないですな。それはないですね。やっぱ

り、今度こういう方とかわってもらいたいということを言うと、向こうも、そうい

うことは感覚的に何かうまくいっているんですね。どういうものだか知らないけ

れども・・・、微妙ですね。」（同速記録 63頁）

鈴木小委員長も、実際上の運営は今までと変わらないだろうと、試案の実効性に

懐疑的な姿勢を示した。

「実際上の運営は、いままでと私は変わらないだろうと思いますね。」（同速記録
63頁）

他方、試案の存置を主張する大住委員も、この試案は、むしろ権限を余計にして

おいて協力してやるというぐらいのものだと、この権限の象徴性を強調した。

「むしろ権限をよけいにしておいて協力してやるというぐらいのものだと思いま

すね。」（同速記録 63頁）
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2　株主総会招集通知への記載
ついで、鈴木小委員長は、試案における株主総会招集通知への監査役候補者の氏

名住所の記載（試案第四の一）は、面倒だと指摘した上で、この候補者は、議案だ

からということで取締役会で決定することになるが、議案とすることには疑問があ

るとし、「取締役会において決定した監査役の候補者」と書いた方がいいと提案し

た。一方、取締役にこういう権限を与えないのかと質した。

「むしろめんどくさくなるのは第四の一みたいなんで、必ず候補者の氏名住所を

書かなきゃならん、招集通知に、この候補者はもちろん取締役会において決定する

必要があるわけですね。」（同速記録 63～64頁）

「それは議案だからということですか。」（同速記録 64頁）

「議案かね、これ。議案じゃないね。やっぱり『取締役会において決定した監査

役の候補者』と書いたほうがいいんじゃないかな。法文の問題だろうと思うけど、

これだってどこに書くのかわからないな。

取締役にはこういうものは与えないわけですか。」（同速記録 64頁）

これに対し、味村幹事は、鈴木小委員長の質問を肯定する一方、取締役の氏名住

所を招集通知に書くということまでは考えているが、候補者指定権などは考えてい

ないと答えた。

「そういうことです。」（同速記録 64頁）

「はい。」（同速記録 64頁）

「取締役の氏名住所を招集通知に書くということまでは考えておりますけれど、

そういう候補者指定権などは考えておりません。」（同速記録 64頁）

他方、矢澤委員は、証券取引法の改正前から委任状勧誘規則には、取締役及び監

査役について株主総会招集通知への記載があったと紹介した。

「これは証取法改正前のあれとして、委任状勧誘規則の、取締役について。監査

役はもちろんあった・・・。」（同速記録 64頁）
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これを聞いて、鈴木小委員長は、一（株主総会招集通知への監査役候補者の氏名

住所の記載）は当然だが、二（監査役候補者の指定）については議論もあったので、

部会でもう一回議論して貰うということで、この問題についての審議を纏めた。

「だから一は当然だけど、二からはあれだろう。じゃ、これも前からの規定なん

で、議論もいろいろあったことですから、部会でひとつもう一回議論していただく

ことにいたしましょう。」（同速記録 64頁）

（五）　監査役の解任
＊株式会社監査制度改正に関する民事局参事官室試案 第五 監査役の解任

一 監査役の解任の議案を株主総会に提出することを取締役会において決定し

たときは、会社は、その旨及びその理由を書面をもってその監査役に通知しな

ければならない。

二 前項の監査役は、同項の通知後一週間内に、同項の議案についての意見を書

面をもって会社に通知することができる。この場合には、前項の株主総会の招

集通知には、その意見をも記載しなければならない。

三 前二項は、第二百三十七条第二項の規定により株主が監査役の解任のための

株主総会を招集する場合に準用する。

四 監査役は、株主総会において、監査役の解任の議案について意見を述べるこ

とができる。

＊株式会社監査制度改正に関する民事局参事官室試案（修正後） 第五 監査役の

解任

同文

＊株式会社監査制度改正要綱（案） 第五 監査役の解任

同文

1　監査役解任議案についての意見陳述
まず、鈴木小委員長は、三と四をひっくり返さなかったことに疑問を述べ、それ
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は少数株主が株主総会を招集して解任を求めたという場合には、監査役は解任議案

に意見を述べることはできないということかと質した。

「第五の解任もいろいろ問題があるだろうと思うけど、どうして三と四はひっく

り返さなかったのかね。つまり少数株主が株主総会を招集して解任を求めたとい

う場合に、監査役は解任の議案について意見を述べることはできない。」（同速記録
64～65頁）

これに対し、味村幹事は、第四は一般規定だから、取締役会で株主総会の招集を

決定したとき監査役は意見を述べることができることになっていると答えた。

「それはできることになっています。第四は一般規定ですから。一、二項は取締

役会でその総会の招集を決定したときの・・・。」（同速記録 65頁）

2　少数株主の監査役選任請求
これを聞いて、鈴木小委員長は、適用になるからいいということと了解した。そ

の上で、監査役選任のための少数株主の請求というのはあるかと尋ねた。

「だから適用になるからそれでいいのか。わかりました。

監査役選任のための少数株主の請求というのはありますか。」（同速記録 65頁）

これに対し、味村幹事は、それは考えられるとした。

「考えられはするんでしょうね。」（同速記録 65頁）

（六）　基準日・閉鎖期間の延長
しかし、鈴木小委員長は、定員数になっているのだから、やらない時に出てくる

問題であり、従って規定する必要はないと、自分で提起した問題を引っ込めたもの

の、候補者はやはり書かなければいけないと記載の必要性は認めた。そして、あと

残る問題として、基準日だけ延長するのか、それとも閉鎖期間の延長を認めるのか
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という問題があるとし、この問題を提起した。

「やらないときに出てくる点だな。定員数になっている・・・。しかし別に必

要ないね、規定をつくる必要は、けっこうでしょうな。委任権はないかもしれな

いけど、それはいいでしょう。しかし候補者をやはり書かなきゃならないだろう

な・・・。まあいいや。

報酬も変わったし監査費用も変わった。それから監査役の報告書の記載事項もだ

いぶ改められたということになるわけですから、あと残る問題として、基準日だけ

延長するのか、閉鎖期間の延長を認めるかという問題で・・・。」（同速記録 65頁）

このことにつき、金子委員は、三ヶ月は閉鎖してもらいたいと要望した。

「これは実務的に非常に問題が強く主張されまして、三ヵ月ぜひ閉鎖してもらい

たい。それから株式市場のほうでも、初めはいろいろ流通性の問題について話がご

ざいましたが、流通ということについては阻害にならないことが強く申されており

まして、市場のほうでもその点検討しておるようでございますが、大体三ヵ月なら

三月でよろしいのではないか。むしろこの問題は、私のほうでやっている株式懇談

会というのもございます。それは実務家の集まりでございまして、そのほうからの

強い意見もございますばかりか、実際必要であるということが強く主張されており

ます。いかがでございましょうか。つまり公認会計士と監査役とが意見を一緒に

して、それに監査役がやるとなりますと、やはりそういうことになるのでございま

しょうね。」（同速記録 65～66頁）

これを聞いて、大住委員は、一年決算の場合には、閉鎖期間は三カ月のほうがい

いだろうと、金子委員の意見に同調した。

「一年決算の場合には・・・。」（同速記録 66頁）

「そのほうがいいんじゃないでしょうかね。」（同速記録 66頁）

鈴木小委員長も、営業年度一年の時は閉鎖期間を三ヵ月とするとともに、基準日
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も三ヶ月とするとした。

「営業年度一年のときには三月にしとくんだ・・・。」（同速記録 66頁）

「この基準日を三ヵ月にするのも、営業年度一年の場合で・・・。」（同速記録
66頁）

しかし、味村幹事は、基準日については難色を示し、半年決算でも三ヵ月の基準

日で行くべきだとの意向を示した。

「いや、これは・・・。」（同速記録 66頁）

「そうです。」（同速記録 66頁）

これを聞いて、鈴木小委員長は、半年決算でも三ヵ月の基準日でやらなければな

らないとすると、半年決算でも実務上困るという点では同じことだと指摘した。

「いや、あれでも半年決算でも・・・。そうか、やらなくちゃならないわけだ

な、これは。」（同速記録 66頁）

「そうだとすると、半年決算の場合でも実務上困るという点は同じことなんだ

な。」（同速記録 66頁）

そして、金子委員は、監査人と監査役の意見調整が出来た上で決算をして株主総

会を開くということになると、半年決算でも、どうしても三ヵ月は必要になるので

あり、大部分の会社が一年決算・中間配当ということになるという現在の方向から

すると、おそらく三ヵ月になるだろうとした。

「ですから、いまのように監査役だけで総会に出席して報告するということなら

よろしんですが、今度は、監査役が総会に出て監査人は出ないようにいたしまして

も、結局意見を調整した上で決算するということになると、やっぱり三月要りま

しょうな。ただ、いま鈴木小委員長のおっしゃるように、それは二月であっても、

決算締め切り後総会は三ヵ月目に開くということには、半年であろうと一年であろ
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うと、監査人と監査役との意見調整ができた上で総会を開くということになると、

どうもそうなっちゃう。そこで、今度は逆に、それならば一年決算にしようという

ことになり、一年決算にしたら中間配当をやろう、こういう方向にいっております

から、大部分の会社は一年決算・中間配当ということになるということも考えられ

る。必ずしもしなきゃならないということではないでしょうが、おそらくそうなる

と思います。」（同速記録 66～67頁）

そこで鈴木小委員長は、三月にしてはいけないかと質した。

「いかんですか、三月にしちゃ。」（同速記録 67頁）

これに対し金子委員は、名義書き換えは、配当との関係では問題となるが、流通

の関係では、裏書譲渡の必要がなくなっただけに問題が違ってくるのではないかと

指摘した。

「いま流通のなには、そういう名義書き換えの配当だけの問題では問題になりま

しょうけれども、その間は流通が全く自由でございますから、裏書き譲渡の必要が

なくなっただけに問題は違ってくるんじゃないか。これはひとついかがでござい

ましょうか。」（同速記録 67頁）

そこで、鈴木小委員長は、基準日の規定は初めからなかったということを味村幹

事に確認の上（味村幹事・同速記録 69頁）、なくてどうしたのかと質した。

「これは、基準日の規定、初めからなかったんですね。これには。」（同速記録
67頁）

「なくてどうしたのかな。」（同速記録 67頁）

これを聞いて、矢澤委員は、三ヵ月以内に総会を開くということで応じるとした。

「三ヵ月以内に総会を開く・・・。」（同速記録 68頁）
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しかし、鈴木小委員長は、やはり基準日の規定の設置を主張し、小委員会原案で

いけないかと意見を求めた。

「開けといったって・・・。だから、そのことに置いといて、基準日の規定を少

なくとも置かなければ・・・。」（同速記録 68頁）

「だからたいへんひどいことを考えたわけなんで、どうしても基準日の規定を置

いたほうがいいというんで入れたんだから、必ずしも、閉鎖を延ばすということに

したって、一緒に延ばすんだと考えれば原案の大修正になるわけでもないんだか

ら、やったっていいんじゃないかという気もするけど、いかんですか。小委員会原

案で・・・・。」（同速記録 68頁）

これに対し、味村幹事は、そうだとすると、配当落ちが一月ずれるということに

なると危惧した。

「配当落ちが一月ずれるということに・・・。」（同速記録 68頁）

他方田中委員は、入れてもいいと鈴木小委員長の意見に賛成した。

「これは私は入れてもいいと思うんですがな。三月の閉鎖なんていうのは。」（同

速記録 68頁）

そこで、鈴木小委員長は、株主名簿の閉鎖期間は三月を超えることを得ない、基

準日は云々という前段・後段でくっつけたらどうかと提案した。

「株主名簿の閉鎖期間は三月をこえることを得ない。基準日は云々という前段・

後段でくっつけちゃったら・・・。こまかく書けば、それは定期閉鎖のためのやつ

は三月だとか、そうでない臨時閉鎖は一月だとかいうふうに書き分ければ一番正確

なのかもしれないけど。」（同速記録 68頁）

これを聞いて、田中委員は、半年決算だって三月を閉鎖期間に置く必要が起こる
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ということではないかと指摘した。

「今度は、半年決算の場合で二月じゃ片づかなくなるということじゃないんです

か。それですから、どうしても半年決算だって三月を閉鎖期間に置く必要が起こる

ということじゃないですかね。」（同速記録 68頁）

そこで、大住委員は、半年決算の場合、基準日だけを三月にし、閉鎖期間は二月

にするという案を提示した。

「半年決算の場合、基準日だけを三月にして閉鎖は二月にする。」（同速記録 68頁）

これに対し、田中委員は、今の法文だと三月を超えることを得ずだから、二月に

しようとすれば定款でそう決めればできることであり、無理に三月にする必要はな

い、その辺の判断は会社にまかせればいい、弊害は流通の弊害だけだと指摘した。

「それは、できることはできるんでしょうが、いまのように実際界でそれを非常

に要望して流通にも妨げないということをしきりに言われるようですからね。」（同

速記録 69頁）

「だから、それは三月をこえることを得ずだから、二月にしたければ定款でそう

きめればいいわけですけど。」（同速記録 69頁）

「できるところで三月にする必要はないんで、二月にしておけばいいわけなんで

すから、できるできないはその会社の判断にまかせるということでいいんじゃない

ですかね。このほうは私は、特別な弊害というものは流通の障害だけだと思いま

す。」（同速記録 69頁）

金子委員も、会社には大小があるのだから、二月にできる会社は二月にすればい

いのであって無理する必要はないと、田中委員の意見に同調した。

「だから、いまの法文だと、二月にしようとすればできるという可能性はあるわ

けです。できたらなおけっこうですがね。」（同速記録 69九頁）
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「だから、必ずしもできる会社が無理にそうする必要はないのですが、会社にも

大なり小なりありますので。」（同速記録 69頁）

これを聞いて、大住委員は、はじめ証券業者の方から三月になるからダメだと苦

情が出たが、後に変わってきたと明かした。

「証券業者のほうから苦情があったんですよ、初めに。」（同速記録 69頁）

「初め三月になるからだめだということを言ってたんですがね。」（同速記録 69

頁）

「むしろ変わってきたんですね、証券業者のほうが。」（同速記録 70頁）

金子委員も初め名義書き換えができなければ株を買わないんだというような感

じを持っていたが、いまのようなやり方であれば流通に阻害にならないとした。

「初めありまして、私も、それが大きな支障を来すようではいけないと思ったん

ですが、だんだん、いまのようなやり方であれば流通そのものについて阻害になら

ないという・・・。」（同速記録 69頁）

「つまり、名義書き換えができなければ株を買わないんだというような感じがし

たんです。」（同速記録 70頁）

（七）　決算日から定時総会までの間に新株発行があった場合と議決権の行使
さらに、鈴木小委員長は、決算日から定時総会までの間に新株が発行された場合

に新株主は定時総会において議決権を行使できないというのが原案の考え方かと

立案者である味村幹事に尋ねた。

「原案によると、決算日から定時総会までの間に新株が発行された場合に、その

新株の引き受け人なる者つまり、新株主は、定時総会においては議決権を行使でき

ないという考え方ですか。」（同速記録 70頁）

これに対し、味村幹事は、現在の解釈を改めるつもりはない、現在の解釈に従え

222



明治大学　法律論叢 93巻 1号：責了 book.tex page223 2020/07/20 16:38

昭和四九年商法改正と法制審議会商法部会小委員会（十六ノ三）（三枝）

ば新株主は議決権を行使できるのではないかと答えた。

「それは、別に現在の解釈を改めるつもりはございませんで、現在の解釈に従え

ばできるということになるんではないかと思います。」（同速記録 70頁）

しかし、鈴木小委員長は、現在の解釈ではそうなっているとしても、議決権につ

いての基準日を現在は規定していないと指摘した。

「現在の解釈ではそうなって――議決権についての基準日を置いていないわけで

しょう。現在は。」（同速記録 70頁）

これに対しては、味村幹事は、名簿閉鎖の場合と基準日の場合とでパラレルに考

えるというのが普通の考えだと反論した。

「しかし、名簿閉鎖の場合と基準日の場合とパラレルに考えるというのが、どう

も普通の考えのように・・・。」（同速記録 70頁）

しかし、鈴木小委員長は、配当の場合は基準日で決算期末現在の株主であると

いっているので、新株が出たってやらないのであり。パラレルとは必ずしもいえな

いと反論した。

「しかし、そうはいかないんで、たとえば配当のほうは、これは基準日で決算期

末現在の株主にあるといっているから、新株が出てきたってやらないわけでしょ

う。新株主にはやらない。だから、パラレルとは必ずしもいえないですね。」（同速

記録 70頁）

これに対し、味村幹事は、決算期後の新株主に配当しないのは日割り配当という

考え方から出ていることではないかと指摘した。

「決算期末の株主にやって決算期後の株主にやらないというのは、日割り配当の
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考え方の延長じゃないかと思うんでございますけどね。基準日という考え方から

きているのか、むしろ日割り配当という考え方から出ているようにも思います。」

（同速記録 70頁）

しかし、鈴木小委員長は、今度、定時総会において議決権を行使する者は決算期

末現在の株主であるという書き方をしてしまったら、決算期後定時総会までの間の

新株主は、定時総会で議決権を行使できなくなるけれども、それでもいいのかと反

論した。

「出ているのはどういう理由でもいいけども、形の上からは決算期末現在の株主

に配当するという形。今度、定時総会において議決権を行使する者は決算期末現在

の株主であるという書き方をしてしまったら、間の新株主は、議決権が定時総会で

行使できなくなるけどもいいか。」（同速記録 71頁）

これに対し、矢澤委員は、それはできる、転換社債の今度入れた規定では、それ

を前提にして議決権がないことにすることができると書いてあるのだから、新株の

発行された部分は別だということはいえると指摘した。

「それはできるです。」（同速記録 71頁）

「それは、そのときまでの株主はその日できめる。しかし、新株の発行された部

分は別だということは、これはいえるんじゃないですか。転換社債の今度入れた規

定では、それを前提にして議決権がないことにすることができると書いてあるんで

すからね。」（同速記録 71頁）

「そうでしょうね。だから、配当というものはある一種の独特のそういう考え方

があるからこういう規定にせざるを得なかったわけなんで、そこを切っちまえば前

のような規定でよかったわけですけど、ね。しかし、それは変えられないというこ

とでこういう形にしたんだろうと思うんですが・・・。」（同速記録 71頁）

しかし、鈴木小委員長は、同じ書き方がしてあっても、配当の場合と議決権の場

合は違うという解釈すらある、どうやってできるのかと疑問を提起した後、むしろ
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閉鎖期間と基準日の双方を延長するという方向を提案した。

「どうやってできる？」（同速記録 71頁）

「それを前提にしてというけれども、あれの同じ書き方がしてあっても、配当の

場合と議決権の場合は違うという解釈すらあるんだね。」（同速記録 71頁）

「いや、株主名簿の閉鎖という規定は、いままである株主について閉鎖をする

だけのことといってもいいのかもしれない。新株が出てきたものについては閉鎖

もへったくれもないんだ。それをまた変えるというのは閉鎖の問題になるけどね。

だから新しい株主ができるというのは閉鎖の問題じゃないんだということから、名

簿の面に載っかってくるから、議決権を認めざるを得ないということになるんだろ

うという気がするんだけどね。

もちろん、その書き方いかんによって、定時総会において決算承認案についての

議決権を持っている者はこれに限るんだというやり方をすれば、それはそのときに

定款変更や取締役選任をやるということについては議決権があるんだという書き

方ができるということにもなると思いますね。そうなら、ぼくが主張しておってだ

れも賛成してくれない解釈論をそのまま認めることになるけれどね。だから、基準

日だけにしておいて、閉鎖のほうはそのままだという考え方からいえばどうなるの

かということを考えておかなきゃいけない。ぼくはむしろ片手落ちになる、いまま

での方向が非常に変わる傾向が出てくるから、両方とも延ばしちゃったらどうだろ

うかという感じなんですがね。」（同速記録 72頁）

以上のような意見交換の後、田中委員から、反対意見はないようなので、閉鎖期

間は三月を超えることを得ずとしてもいいのではないかとの提案がされた。

「さっき小委員長お留守の間にここで話したんですが、どうも反対の意見はない

ようで、みんな閉鎖期間は三月をこえることを得ずとしてよろしんじゃないか、二

月を適当とする会社があれば、定款でそうきめればいいんだから、三月をこえるこ

とを得ずとして・・・。」（同速記録 72頁）

そこで、鈴木小委員長は、株主名簿の閉鎖期間は三月にするということで纏めた。
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「それじゃそういうことにしましょうか。株主名簿の閉鎖期間は・・・。」（同速

記録 72頁）

しかし、田中委員は、証券業者等の流通の妨げとなるという事情が変わったらし

いので、その点で変えてもよいのではないかとの意見を付加した。

「だから、証券業者等の流通の妨げとなるという事情が変わったらしいですか

ら、その点で変えても・・・。」（同速記録 72～73頁）

矢澤委員も結局問題はそこだろうとした。

「私も、結局問題はそこだろうと思うんですがね。」（同速記録 73頁）

これに対し、田中委員は、それは今金子委員が請け合っているのだから、問題な

いとした。

「それはしかし、いま金子委員が請け合っていらっしゃるんだから・・・。」（同

速記録 73頁）

金子委員も、今は裏書譲渡も廃止になったので流通を阻害するということは問題

にならないのであり、株式懇話会など実務家は三月にしてほしいという意見であ

る、そうしてもらいたいと要望した。

「それは流通を阻害するようだったら発行会社としても困るわけですけれども、

実際はいまは裏書き譲渡も廃止になりましたし、実際は問題にならない。むしろ三

月なりと閉鎖してもらいたいという株式懇話会、これは実務家、いわゆる代行機

関入れて、そういう方々の意見はぜひ三月ほしい、こういう御意見でありますし、

じゃまあ、そういうことにして、特に法文も弾力性のある法文でございますから、

そうしていただいたらいいと思います。」（同速記録 73頁）
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これに対し、味村幹事は、取り消しの訴えの提訴期間が三月になっているので、

閉鎖期間を三月にすると、場合によっては総会後株主になった者は全然できなくな

るが、それでもかまわないかと意見を求めた。

「取消しの訴の提訴期間が三月になっておりますが、かまわないでしょうね。三

月にしますと、場合によっては総会後株主になった者は全然できなくなりますが。」

（同速記録 73頁）

このことにつき、鈴木小委員長は、できなくなった方が良くないかとした。

「できなくなったらできなくなったほうがよくないか。」（同速記録 73頁）

他方、矢澤委員は、さらに定時総会以外の総会も延びてしまうのではないかと危

惧した。

「それと、定時総会以外の総会についてもずっと延びちゃうところがちょっとあ

れじゃないでしょうか。」（同速記録 73頁）

田中委員も、それ以後の株主は、そのときの総会に出席する権利がなかったのだ

から、取消しの訴はできないとしても差支えないのではないかと、鈴木小委員長の

意見に同調した。

「それ以後の株主は取消しの訴はできないとしても差しつかえないんじゃないで

すかな。そのときの総会に出席するあれがなかったわけですから。」（同速記録 73

頁）

これを聞いて、鈴木小委員長は、議決権の保証をされている人間じゃないんだか

らかまわないじゃないかとするとともに、流通との関係で、三月たつと株券は返っ

てこないのかと質した。
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「それは、かりに無効だったらしょうがないけど、議決権の保証をされている人

間じゃないんだからかまわないじゃないか。ちょうどパラレルになっていいよう

な気がするな。ただ、流通とは関係がないっていえばいえるのかもしれないけれど

も、いま言ったように、三月たつと、三月株券は返ってきませんか、その名義書換

え・・・。」（同速記録 74頁）

これに対し、田中委員は、そんなことはないと否定した。

「そんなことはございませんでしょう。」（同速記録 74頁）

また金子委員も、できるだけ早く返すべきだとの意見を述べた。

「それはできるだけ早くー特に非常に急がれる方もありますね。株主によって、

きちょうめんな人は、何だか知らないけれども・・・。」（同速記録 74頁）

これを聞いて木鈴木小委員長も了解した。

「わかりました。」（同速記録 74頁）

ついで、味村幹事は、分割できないかもしれないとの危惧を示した。

「ただまあ分割ができないかもしれませんね、」（同速記録 74頁）

鈴木小委員長も分割はどうなのか、自分の名前ならいいが、人のやつを買って分

割した場合はできない方が良いとの意見を述べた。

「分割はどうなんだろう。分割はできないものかね。自分の名前だったらいいん

じゃないか。」（同速記録 74頁）

「それはできないほうがいいよ。」（同速記録 74頁）
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味村幹事も自分の名前なら良いが、人のやつを買ってやることはできないとした。

「自分の名前ならいいんですが、人のやつを買って・・・。」（同速記録 74頁）

しかし、矢澤委員は、事務に引き摺られてずるずると引き伸ばされるのは問題だ

とした。

「ただ、事務に引かれてあんまりずるずる長くなるのはあれのように思うんです

よ。」（同速記録 74頁）

これを聞いて、鈴木小委員長は、この問題についてのここでの審議の打ち切りを

宣言した。

「それじゃ、そこで大体これまでのところを終えまして・・・。」（同速記録 74頁）

そこで、金子委員は、次には会計監査人の総会出席の問題を取り上げるよう要望

した。

「それで、もう一つ小委員長にお願いしたいのは、例の会計監査人の総会出席で

すな。」（同速記録 74頁）

（続）

（明治大学名誉教授）
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